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資料１ 八王子市住宅マスタープラン策定へ向けた提言の骨子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ－２．八王子市の住宅・住環境に関する課題 
 
 

 

 
 

Ⅰ．八王子市住宅

マスタープラ

ンの意義 
 
○「住宅」に関する施

策について横断的

な視点から体系的

に位置づける計画 
・住宅だけでなく生活の

豊かさや安心を高め

る必要があり、福祉、

環境、防災、まちづく

り施策なども含めた

施策横断的な位置づ

けを図るものとする。 
○多様な主体が住ま

いづくりに取り組

むための指針 
・市民・事業者・行政な

ど、住宅に関わる多様

な主体が住宅マスタ

ープランの理念を共

有し、八王子市におけ

る住宅や住環境をよ

りよいものとするた

めの取り組みを推進

するための指針とし

ての役割を持つもの

とする。 
○実効性のある計画 
・将来像の実現を確かな

ものとしていくため

に、施策の優先度・緊

急度を考慮し、重点的

に推進すべきポイン

トなど、要点がわかり

やすく示されるもの

とする。 
○市民意見を反映し

た計画 
・本計画の策定プロセス

においては、市民の意

見を反映させる機会

を持ち、市民の視点を

取り入れた計画とす

る。 

Ⅱ－１．社会背景と市民意識 

■社会環境の変化 
 

 
 
 
 
 
 

 
■住宅・住環境などに対する市民意識 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．八王子市住宅マスタープランが

めざす将来像と住宅政策の基本

理念 

■住宅政策の基本理念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■将来像 
 

 

 

 

 

Ⅲ．八王子市住宅マスタープラ

ン改定の視点 
 
■市民・事業者・行政等との協働による、

誰もが安心できる住宅づくり・住宅の

確保を推進する視点 

・信頼できる住宅に関する情報 
・住宅の住み替えや改修の支援 
・市民主体のまちづくり活動  など 

 
■多様化した行政計画等との連携の視点 
・住生活基本計画（全国・都） 
・保健医療・福祉の総合的な計画とし

て策定した地域保健福祉計画 
・環境を守る視点から策定した環境基

本計画と関連する４つの計画 
・景観に関する計画 
・地域防災計画       など 

○住宅マスタープランとは、住宅政策に関する基本的な考えを総合的に、体系的に整理し、実際の住宅施策展開の指針とするもので市民、事業者、行政との連携により達成すべき目標や施策を定めた計画 

Ⅴ．施策展開の基本方針 

 
将来像の実現をめざし、5 つ

の基本方針に基づく住宅施策

の推進を図ることとする。 
 
 
１．防災や防犯など安全

に配慮した住宅・住環

境の整備を図る 

２．環境や景観に配慮し

た住宅・住環境の整備

を図る 

３．子どもから高齢者ま

で誰もが安心して快適

に暮らすことのできる

住宅・住環境の整備を

図る 

４．市民一人ひとりの多

様な居住ニーズに応じ

て住宅の選択ができる

よう、住宅に関する情

報の提供と住宅ストッ

クの活用を図る 

５．市民の居住の安定を

確保するための住宅・

住環境の整備と仕組み

の構築を図る 
 

 

 

○若者・学生から高齢者まで、市民の

居住ニーズに応じた様々な住まい

方を実現することができる、多様な

住まいづくりを推進する 

・現行の住宅マスタープラ

ンの下、進めてきた耐震

化、バリアフリー化の促

進をより一層進める必要

がある 

・住宅ストックは量的に充

足しており、空き家など

の住宅ストック活用や

マンション再生の促進

が必要である 

・市域に多く立地し、老

朽化が進んできている

公的賃貸住宅団地の再

生とコミュニティ育成

の促進が必要である 

・低所得者や障害者等、住

宅に困窮する世帯に対

する対応が必要である 

○市民が誇りと愛着を持って八王子

で住み続けることができる、自然環

境や歴史・文化などの地域の特性を

活かした暮らしやすい住まいづく

り・まちづくりを推進する 

 
○耐震性能やバリアフリー環境、省エ

ネ性能などが確保された良質な住

宅ストックが形成されているまち 
○市民一人ひとりが、八王子のまちの

資源を活かし、景観・環境に調和す

る住まいづくりに取り組み、よりよ

い住環境を市民自らが育てるまち 
○市民が、信頼できる情報に基づいて

住まいを選択し取得することので

きるまち 
○すべての市民に適切な住宅が供給

され、安定した居住環境が確保され

ているまち 
 

耐震化・バリアフリー化

の課題 
住宅ストック活用・ 
マンション再生の課題 

公的賃貸住宅の再生

に関する課題 
住宅に困窮する世帯

に関する課題 

・高度経済成長期に大量に

供給された住宅地の高齢

化と老朽化への対応が必

要である 

・緑豊かで良好な住宅地に

対する高い評価を維持す

る必要がある 

・住宅に関する情報がわか

りやすく市民に提供さ

れる必要がある 

高度経済成長期に開発

された住宅地の高齢化・ 
老朽化の課題 

良好な住環境の維持に

関する課題 
市民にわかりやすい 
住宅に関する情報の 
提供に関する課題 

○緑豊かな住環境を背

景とした高い定住意

識 

○高齢期のより安心して居住できる

住宅等へのニーズの高まり 

○災害の発生や犯罪に

対する不安の高まり 

○地球環境の保全、低炭素型社会の

構築に向けた市民意識の向上 

○住宅の信頼に対する不安の高まり

○少子化・高齢化の進展 

○地球温暖化などの環境問題への

対応の必要性の高まり 

○高度情報化社会の進展 

○経済の成熟と近年の景

気の停滞 

○地価の下落 

○住宅をはじめとする社会資本スト

ックの活用を重視する時代 

・市内に大学等が多く立地

することから、学生や若

者の居住環境を確保す

るため、若者のニーズを

受け止めた住宅の提供

を図る必要がある 

若者・学生の居住環境 
に関する課題 


